
別記様式－２ 

 
 東京都入札監視委員会定例審議（議案） 
 
  開   催   日 令和６年７月４日（木）   議 案 番 号 ４ 

  所 管 部 署 東京都交通局 

  施 工 業 種 鉄鋼加工   等   級 順位格付 

  件       名 バス停留所上屋新設等単価請負工事 

  場 所 都営バス各停留所のうち当局が指定する場所 

 概 要 別紙のとおり 

  工 期 令和５年４月１２日から令和６年３月３１日まで 

  契 約 者 ヤハギ工業株式会社 

  契 約 金 額 

 

434,904,800円 

 

    

  契 約 方 式 希望制指名競争入札 

simei 
  応 募 (指 名 )者 別紙「指名業者選考委員会議案」のとおり（全２者） 

  入札参加(指名)者 別紙入札経過調書のとおり（全２者） 

  入札経過(結果) 別紙入札経過調書のとおり（全２者 応札２者） 

  施 工 状 況 契約終了 

 

 
（ 備 考 ） 

 
 ○添付資料 

   １ 工事概要（案内図含む） 

２ 工事発注予定表及び入札参加条件 

   ３ 希望票兼予定監理技術者等調書（落札者のみ） 

   ４ 指名業者選考委員会 議案 

   ５ 工事請負等指名通知書（落札者のみ） 

   ６ 入札経過調書 

   ７ 工事請負契約書（表紙・内訳） 

   ８ 過去５年の入札状況 

 

議案４ 



令和6年5月14日
交通局自動車部

バス停留所上屋新設等単価請負工事

工事概要

契約内容

請負内容

設置フ ロー図

施工実績・ 予定

※左記の工程の他、 上屋の製造がある

上屋形式

広告付

従来型 新型（ 標準型）

新型（ 廉価型）

候補地決定
図 面 作 成
埋設管調査

事前協議 計画決定
建築計画
申　　　請

建築許可
申　　　請

計画通知
申　　　請

道路占用
許可申請

道路使用
許可申請

警察・消防
道路管理者
区建築部署

警察・消防
道路管理者
区建築部署

特定行政庁
（区等）

建築審査会同
意

建築主事 道路管理者 警　　　察

地先協議

所要期間 ４週間 ４週間 ３週間 ８週間 ２週間 ４週間 １週間

合計の期間 ４週間 ８週間 １１週間 １９週間 ２１週間 ２５週間
２６週間

（約６か月）

本工事は都営バス停留所上屋の新設及び建替え、 撤去等を行う も の

履行場所は約３ ， ８ ０ ０ 箇所の停留所から 契約後に当局の指示により 実施

上屋の形式は設置場所の実情により 選定する

（ 道路幅員の状況や埋設物・ 道路付属物の有無により 建てら れる形式が制限さ れる）

令和４ 年度： １ ５ 棟

令和５ 年度： １ ３ 棟

令和６ 年度： ２ ０ 棟程度を 予定

現場施工図の作成

関係者協議

関係箇所提出書類作成

上屋製造

現場施工

契約金額 ４ ３ ４ ， ９ ０ ４ ， ８ ０ ０ 円（ 税込）

請負者名 ヤハギ工業株式会社

契約工期 令和5 年４ 月１ ２ 日～令和6 年３ 月３ １ 日

※全て調整が順調に進んだ場合の期間

※地先協議等が難航する場合あり

→全ての協議が整った後、上屋の設置を

行う（約２週間）

※予期せぬ埋設出土で工事再調整の場合

もあり







過去５年の入札状況

年度 件　　　名 契約方法
予定価格
公表区分

予定価格
（上段：税込）
（下段：税抜）

契約金額
（上段：税込）
（下段：税抜）

落札者 希望者数 指名者数 入札参加者
第１回入札金額

（税抜）

ヤハギ工業株式会社 383,094,000

ヤハギ工業株式会社 331,248,000

ヤハギ工業株式会社 303,394,000

ヤハギ工業株式会社 309,649,200

ヤハギ工業株式会社 304,411,200

11

1

1 1

1

非公表

ヤハギ工業株式会社

328,764,096

304,411,200

ヤハギ工業株式会社

ヤハギ工業株式会社

334,421,136

309,649,200

333,733,400

303,394,000

非公表

非公表

元
/
31

2
バス停留所上屋新設等

単価請負工事

希望制
指名競
争入札

30
バス停留所上屋新設等

単価請負工事

希望制
指名競
争入札

バス停留所上屋新設等
単価請負工事

希望制
指名競
争入札

3 1

421,403,400

383,094,000

364,372,800

4 1

331,248,000

希望制
指名競
争入札

バス停留所上屋新設等
単価請負工事

3
希望制
指名競
争入札

ヤハギ工業株式会社

バス停留所上屋新設等
単価請負工事

4 ヤハギ工業株式会社非公表

非公表



別記様式－２ 

 
 東京都入札監視委員会定例審議（議案） 
 
  開   催   日 令和６年７月４日（木）   議 案 番 号 ５ 

  所 管 部 署 東京都下水道局 

  施 工 業 種 電気工事   等   級 Ａ 

  件       名 篠崎ポンプ所発電設備再構築その２工事 

  場 所 東京都江戸川区東篠崎二丁目２番10号（篠崎ポンプ所内） 

 概 要 別紙のとおり 

  工 期 
契約確定の日の翌日から1110日間 

（令和５年４月４日から令和９年１２月６日まで） 

  契 約 者 東芝インフラシステムズ株式会社 

  契 約 金 額 
契約時：5,786,000,000円 

変更後：5,824,841,000円（第1回） 

    

  契 約 方 式 一般競争入札 

simei 
  応 募 (指 名 )者 別紙「一般競争入札参加資格確認委員会議案」のとおり（全３者） 

  入札参加(指名)者 別紙入札経過調書のとおり（全３者） 

  入札経過(結果) 別紙入札経過調書のとおり（全３者 応札１者、辞退２者） 

  施 工 状 況 施工中 

 

 
（ 備 考 ） 

 
 ○添付資料 

   １ 工事概要（案内図含む） 

２ 工事発注予定表及び入札参加条件 

   ３ 一般競争入札参加資格確認申請書（落札者のみ） 

   ４ 一般競争入札参加資格確認委員会 議案 

   ５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書（落札者のみ） 

   ６ 入札経過調書 

   ７ 辞退理由 

   ８ 工事請負契約書（表紙） 

   ９ 契約内容変更決定通知書及び承諾書 

 
 

議案５ 





発注予定表
項目 項目内容

契約番号

件　　名

履行場所

履行期間

契約方法

入札説明会
開催日時

入札説明会
開催場所

（税込）

公報登載日

開札予定日時

希望申請期間

希望申請場所

担当局部課

担当者

概　　要

発注等級

受付等級

そ の 他

連絡先

希望備考

発注予定備考

希望申請要件１

希望申請要件２

希望申請要件３

希望申請要件４

希望申請要件５

希望申請要件６

工事発注規模

業種

04-設早-001

業種 0800:電気工事

【電子】篠崎ポンプ所発電設備再構築その２工事

東京都　江戸川区東篠崎二丁目２番10号（篠崎ポンプ所内）

契約確定の日の翌日から1110日間

一般競争入札

事後公表

Ａ

令和 5年 1月11日

令和 5年 3月 9日  9時30分

令和 5年 1月11日  9時00分から令和 5年 1月26日 15時00分まで

下水道局経理部契約課

03-5320-6562

東京都下水道局電子入札運用基準に基づく電子入札システムにて希望申請してください。

希望受付業種３

予定価格

契約後VE対象、建設リサイクル法対象

A,B,C,D

別紙「発注予定表　希望申請要件」のとおり

別紙「発注予定表　発注予定備考」のとおり

受付時間　土曜日以外の日の8:00から21:00まで（初日は9:00～21：00、最終日は8:00～15:00）

別紙「発注予定表　概要」のとおり

55億円以上  60億円未満

0800:電気工事希望受付業種１

希望受付業種２



別紙
発注予定表　概要

自家用発電設備　一式
配電盤設備　一式
高圧変圧器設備　一式
監視制御設備　一式
無停電電源設備　一式
計装設備　一式
工業用テレビ設備　一式
配線工事　一式



別紙
発注予定表　希望申請要件

希望申請要件１
競争入札参加有資格者のうち、電気工事の有資格者であって、過去15年間で、１台当たり2,500kVA以上の発電設備（車
載用発電設備、補修及び改良工事は除く。）の設置工事の元請としての施工実績を有する者であること。

上記の実績を証明する契約書及び施工内容が確認できるもの（仕様書、設計図面（システム構成図）、ＣＯＲＩＮＳ情
報）の写しを提出すること。



別紙
発注予定表　発注予定備考

監理技術者等の専任期間は令和７年５月から

本工事は、「建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置を認めない工
事」である。



予定価格は消費税及び地方消費税の額を含んだ金額であり、 金額は、消費税及び地方消費税の額を含まない金額である。

記載してある金額に100分の に相当する金額を加算したものである（1円未満の端数が生じたときは、

その端数金額を切り捨てる（単数単価契約の場合を除く。）。）。

件名

記事

住所

備　考

予定価格

金額

文書番号

契約番号

公表区分

 

電気工事

落札金額は、入札金額に  10

令和 5年 3月 9日 11時40分

下水道局経理部契約課

篠崎ポンプ所発電設備再構築その２工事

議会報告案件

東芝インフラシステムズ株式会社

履行場所　　東京都　江戸川区東篠崎二丁目２番10号（篠崎ポンプ所内）
工事概要　　自家用発電設備　一式
配電盤設備　一式
高圧変圧器設備　一式
監視制御設備　一式
無停電電源設備　一式
計装設備　一式
工業用テレビ設備　一式
配線工事　一式
工　　期　　契約確定の日の翌日から1110日間

東京都新宿区西新宿六丁目２４番１号

 99.8％

5,786,000,000円

落札

  1東芝インフラシステムズ株式会社
5,260,000,000円

入札経過調書

入札

04-設早-001

落札者

入札者氏名

第3回

開札日時

開札場所

入札金額（税抜）

5,794,173,000円（税込）

  1
  3

5,330,639,160円（税込）
調査基準価格

事後公表

5,267,430,000円（税抜）

4,846,035,600円（税抜）



予定価格は消費税及び地方消費税の額を含んだ金額であり、 金額は、消費税及び地方消費税の額を含まない金額である。

記載してある金額に100分の に相当する金額を加算したものである（1円未満の端数が生じたときは、

その端数金額を切り捨てる（単数単価契約の場合を除く。）。）。

文書番号

件名

記事

住所

契約番号

備　考

金額

公表区分

 

電気工事

落札金額は、入札金額に  10

令和 5年 3月 9日 10時40分

下水道局経理部契約課

篠崎ポンプ所発電設備再構築その２工事

議会報告案件

再度入札

履行場所　　東京都　江戸川区東篠崎二丁目２番10号（篠崎ポンプ所内）
工事概要　　自家用発電設備　一式
配電盤設備　一式
高圧変圧器設備　一式
監視制御設備　一式
無停電電源設備　一式
計装設備　一式
工業用テレビ設備　一式
配線工事　一式
工　　期　　契約確定の日の翌日から1110日間

落札

  1東芝インフラシステムズ株式会社
5,270,000,000円

入札経過調書

入札

04-設早-001

落札者

入札者氏名

第2回

開札日時

開札場所

入札金額（税抜）

  2

  3

事後公表



予定価格は消費税及び地方消費税の額を含んだ金額であり、 金額は、消費税及び地方消費税の額を含まない金額である。

記載してある金額に100分の に相当する金額を加算したものである（1円未満の端数が生じたときは、

その端数金額を切り捨てる（単数単価契約の場合を除く。）。）。

文書番号

件名

記事

住所

契約番号

備　考

金額

公表区分

 

電気工事

落札金額は、入札金額に  10

令和 5年 3月 9日  9時30分

下水道局経理部契約課

篠崎ポンプ所発電設備再構築その２工事

議会報告案件

再度入札

履行場所　　東京都　江戸川区東篠崎二丁目２番10号（篠崎ポンプ所内）
工事概要　　自家用発電設備　一式
配電盤設備　一式
高圧変圧器設備　一式
監視制御設備　一式
無停電電源設備　一式
計装設備　一式
工業用テレビ設備　一式
配線工事　一式
工　　期　　契約確定の日の翌日から1110日間

落札

  1東芝インフラシステムズ株式会社
5,280,000,000円

  2株式会社明電舎
辞退

  3三菱電機株式会社
辞退

入札経過調書

入札

04-設早-001

落札者

入札者氏名

第1回

開札日時

開札場所

入札金額（税抜）

  3

  3

事後公表





別記様式－２ 

 
 東京都入札監視委員会定例審議（議案） 
 
  開   催   日 令和６年７月４日（木）   議 案 番 号 ６ 

  所 管 部 署 東京都下水道局 

  施 工 業 種 沈砂池・沈殿池機械設備工事   等   級 順位格付 

  件       名 森ヶ崎水再生センター（東）第二沈殿池機械設備更新工事 

  場 所 東京都大田区昭和島二丁目５番１号（森ヶ崎水再生センター東施設内） 

 概 要 別紙のとおり 

  工 期 
契約確定の日の翌日から460日間 

（令和５年４月４日から令和７年３月７日まで） 

  契 約 者 協和機電工業株式会社 

  契 約 金 額 

契約時：1,210,000,000円 

変更後：1,285,460,000円（第１回） 

    1,287,979,000円（第２回） 

    

  契 約 方 式 一般競争入札 

simei 
  応 募 (指 名 )者 別紙「一般競争入札運営委員会議案」のとおり（全３者） 

  入札参加(指名)者 別紙入札経過調書のとおり（全３者） 

  入札経過(結果) 別紙入札経過調書のとおり（全３者 応札１者、辞退２者） 

  施 工 状 況 施工中 

 

（ 備 考 ） 
 
 ○添付資料 

   １ 工事概要（案内図含む） 

２ 工事発注予定表及び入札参加条件 

   ３ 一般競争入札参加資格確認申請書（落札者のみ） 

   ４ 一般競争入札運営委員会 議案 

   ５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書（落札者のみ） 

   ６ 入札経過調書 

   ７ 辞退理由 

   ８ 工事請負契約書（表紙） 

   ９ 契約内容変更決定通知書及び承諾書 

  10 東京都下水道局技術実績評価型総合評価方式（試行）公表事項 

 

議案６ 





発注予定表
項目 項目内容

契約番号

件　　名

履行場所

履行期間

契約方法

入札説明会
開催日時

入札説明会
開催場所

（税込）

公報登載日

開札予定日時

希望申請期間

希望申請場所

担当局部課

担当者

概　　要

発注等級

受付等級

そ の 他

連絡先

希望備考

発注予定備考

希望申請要件１

希望申請要件２

希望申請要件３

希望申請要件４

希望申請要件５

希望申請要件６

工事発注規模

業種

04-設早-002

業種 5300:沈砂池・沈殿池機械設備
工事

【電子】森ヶ崎水再生センター（東）第二沈殿池機械設備更新工事

東京都　大田区昭和島二丁目５番１号（森ヶ崎水再生センター東施設内）

契約確定の日の翌日から460日間

一般競争入札(技術実績評価型総合評価方式)

事後公表

順位格付

令和 5年 3月 2日  9時30分

令和 5年 1月10日  9時00分から令和 5年 1月17日 15時00分まで

下水道局経理部契約課

03-5320-6562

東京都下水道局電子入札運用基準に基づく電子入札システムにて希望申請してください。

希望受付業種３

予定価格

契約後VE対象、建設リサイクル法対象

順位格付

競争入札参加有資格者のうち、沈砂池・沈殿池機械設備工事の有資格者であること。

別紙「発注予定表　発注予定備考」のとおり

受付時間　土曜日以外の日の8:00から21:00まで（初日は9:00～21：00、最終日は8:00～15:00）

汚泥かき寄せ機　２池分
スカム除去設備　一式
制水扉設備　一式
配管・弁類　一式
付帯設備補修　一式

12億円以上  13億円未満

5300:沈砂池・沈殿池機械設備
工事

希望受付業種１

希望受付業種２



別紙
発注予定表　発注予定備考

監理技術者等の専任期間は令和５年６月から

週休２日制確保モデル工事（受注者希望方式）
技術実績評価型総合評価方式（試行）対象案件である。（別紙参照）

本工事は、「建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置を認めない工
事」である。



予定価格は消費税及び地方消費税の額を含んだ金額であり、 金額は、消費税及び地方消費税の額を含まない金額である。

記載してある金額に100分の に相当する金額を加算したものである（1円未満の端数が生じたときは、

その端数金額を切り捨てる（単数単価契約の場合を除く。）。）。

件名

記事

住所

備　考

予定価格

金額

契約番号

文書番号

公表区分

基準価格

特別基準価格

 

沈砂池・沈殿池機械設備工事

落札金額は、入札金額に  10

令和 5年 3月 2日  9時30分

下水道局経理部契約課

森ヶ崎水再生センター（東）第二沈殿池機械設備更新工事

議会報告案件

協和機電工業株式会社

履行場所　　東京都　大田区昭和島二丁目５番１号（森ヶ崎水再生センター東施設内）
工事概要　　汚泥かき寄せ機　２池分
スカム除去設備　一式
制水扉設備　一式
配管・弁類　一式
付帯設備補修　一式
工　　期　　契約確定の日の翌日から460日間
価格点及び評価値は、入札金額を本案件公表事項に基づき換算した点数を、小数点第四位
までで表示している（ただし、小数点以下第五位以降の桁で評価値を判定した場合には、
判定した桁までで表示している。）。

東京都台東区台東二丁目２０番１３号　古茂田ビル２階

 99.4％

1,210,000,000円

落札

  1協和機電工業株式会社
1,100,000,000円

16.6794 20.0000 36.6794

  2アクアインテック株式会社
辞退

  3宇都宮工業株式会社
辞退

入札経過調書

入札

04-設早-002

落札者

入札者氏名

第1回

技術点 評価値

開札日時

開札場所

入札金額（税抜）

  1

  1

価格点

事後公表

1,216,226,000円（税込）

1,105,660,000円（税抜）

1,112,375,000円（税込）
1,011,250,000円（税抜）

969,265,000円（税込）
881,150,000円（税抜）







東京都下水道局技術実績評価型総合評価方式(試行)

公表事項

ぐ

工事件名:森ケ崎水再生センター(東)

(

第二沈殿池機械設備更新工事

令和5年1月

東京都下水道局



1 技術実績評価型総合評価方式(試行)の適用理由及び公表事項の適用

本工事は、工事の品質確保を目指し、入札の際に工事価格と施工実績等の技術的能力を総合

的に評価して落札者を決定する技術実績評価型総合評価方式(試行)を適用する工事である。

なお、この公表事項は、本工事に適用する。

2 提出資料の様式及び提出方法

当該競争入札の参加資格確認を申し込む者又は当該競争入札に参加を希望する者(以下「競

争入札参加希望者」という。)は、当該競争入札の参加資格確認申込み又は当該競争入札の参加

希望申込み(以下「競争入札参加申込み」という。)と併せて、次の資料を提出する。資料につ

いては、「5 技術点の評価項目」及び「6 技術点の評価方法」に規定する内容に基づき作成す

る。

ア「過去の工事成績評定」申告書(様式1)

イ上記アの根拠資料として、 6(2)に規定する工事成績評価点の算定の基となる工事成績

評定通知書(再交付されたものを含む。)の写し

ウ技術点に係る資料の提出について(様式2)

エ「企業の同種工事等の実績」申告書(様式3)及び根拠資料

オ「企業の優良工事表彰の実績」申告書(様式3)及び根拠資料

力晒ι置予定技術者の保有する資格」申告書(様式4)及び根拠資料

キ晒ι置予定技術者の同種工事等の実績」申告書(様式4)及び根拠資料

ク晒ι置予定技術者の優良工事の実績」申告書(様式4)及び根拠資料

ケ「事故及び不誠実な行為の有無」申告書(様式5)及び根拠資料

コ「災害協定等の締結の有無」申告書(様式6)及び根拠資料

サ旺S09001又は14001の認証取得の有無」申告書(様式7)及び根拠資料

シ「環境への配慮実績」申告書(様式8)及び根拠資料

ス「雇用・就業への配慮実績」申告書(様式9)及び根拠資料

セ「仕事と家庭の両立支援配慮実績」申告書(様式10)及び根拠資料

ソ「女性活躍推進の実績」申告書(様式Ⅱ)及び根拠資料

なお、工事成績評価点の算定の基となる工事成績評定通知書の総評定点のうち、最直近のも

のが60点未満である者については、入札参加を認めない。

また、フ(1)により、競争入札参加申込み後から落札予定者が持参する積算内訳書の確認

時までの間に配置予定技術者の変更を申し出る場合は、力からクまでのうち、変更を申し出る

配置予定技術者の技術点に係る資料を提出する。

3 総合評価の方法及び落札者の決定方法

(1)技術実績評価型総合評価方式(試行)の評価は、価格点と技術点を合計した評価値により

イ丁う。

(2)入札価格が予定価格の制限の範囲内であるもののうち、価格点と技術点との合計である評

価値の最も高い者を落札者とする。

なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者によるくじ引きにより落札者を

0

0



決定する。

4 価格点の評価方法

(1)価格点の評価は、次のとおりとする。

価格点=(式①XO.13十式②XO.87)

「入札価格

ぐ

式①・ 30

式②・ 30

「基準価格>

基準価格」の場合

予定価格

2

予定価格

予定価格

式①、式②

予定価格

入札価格塗

「特別基準価格>入札価格」の場合

式①、式②*0

※式①及び式②の上限は30 点とする。

※最低入札価格は、基準価格を下回る場合は、基準価格とする。

※最低入札価格と予定価格が同額の場合は、式①は30 点とする。

※式①及び式②は端数処理を行わず、価格点の小数点以下については、競争入札参加者

の間で評価の差異として反映されるまで算定する。

※(1)にある価格は全て消費税額を除いた額とする。

(2)基準価格及び特別基準価格(以下、「基準価格等」という。)は、予定価格の内訳か

ら、①直接工事費、②共通仮設費、③現場管理費、④一般管理費等を基に、原則として下記

算定式により設定する。ただし、予定価格の内訳に発生材(有価物)の売却費又は分析調査

費等が含まれている場合は、その費用を①~④を基に算定した金額に合算する。

また、建築工事(建築設備工事を含む。)については、直接工事費に現場管理費の一部に

相当する額(以下、「現場管理費相当額」という。)が含まれているため、基準価格等の算

定に当たっては、直接工事費から現場管理費相当額を減じた額を直接工事費とし、現場管理

費は、現場管理費に現場管理費相当額を加えた額とする。なお、現場管理費相当額は、直接

工事費と明確に区分できる場合を除き、直接工事費にν10(昇降機設備工事にあっては

2/1のを乗じた額とする。

設備工事(「下水道用機械・電気設備工事積算基準」に基づく工事)における直接工事費

は、機器費を含む。機器費は現場管理費相当分を含んで構成されているため、算定に当たっ

入札価格

最低入札価格

入札価格

30

基準価格

特別基準価格

入札価格 特別基準価格
X

基準価格

最低入札価格 1
十

入札価格 2

(

特別基準価格

十
基準価格

入札価格

の場合

トー

>
=

=

t
 
t

X
 
X



ての直接工事費は、機器費の現場管理費相当分を減じて算定し、現場管理費は現場管理費相

当分を加えて算定する。また、現場管理費には、据付間接費、設計技術費及び機器費の現場

管理費相当分を含む。なお、現場管理費相当分を明確に区分することが困難である場合は、

機器費の2/10を乗じた額を現場管理費相当分とする。

ただし、基準価格にっいては、算定の結果、設定金額が予定価格(税抜)の7.5/10 に満

たない場合は、予定価格(税抜)の 7.5/10 とし、設定金額が予定価格(税抜)の 9.2/10

を超える場合にあっては予定価格(税抜)の9.2/10 とする。

《'基準価格の算定式》

基準価格=①XO.97 十②XO.9 十③XO.9 十④XO.68

※解体工事の場合は、①の乗率を0.8 とする。

《特別基準価格の算定式》

特別基準価格=①XO.9 十②XO.8 十③XO.8 十④XO.3

※解体工事の場合は、上記算定式によらず、予定価格(税抜)の7.5/10 とする。

《端数処理》

基準価格及び特別基準価格の算出に関する端数処理については、以下のとおりとする。

・①直接工事費、②共通仮設費、③現場管理費、④一般管理費等に率を乗じて得た額

は、円未満切捨てとする。

・現場管理費相当額を算出する場合は、円未満切捨てとする。

・基準価格にっいて、予定価格(税抜)の7.5/10 を乗じて得た額は、円未満切上げと

する。また、.予定価格(税抜)の9.2/10 を乗じて得た額は、円未満切捨てとする。

・基準価格及び特別基準価格が一億円以上の場合は、一万円未満の金額を切り捨て、

一億円未満の場合は、千円未満の金額を切り捨てて処理する。ただし、基準価格に

つぃては、算定の結果、予定価格(税抜)の 7.5/10 に満たないため予定価格(税

抜)の 7.5/10 とする場合及び予定価格(税抜)の 9.2/10 を超えるため予定価格

(税抜)の 9.2/10 とする場合には、端数処理は行わない。

・解体工事の特別基準価格について、予定価格(税抜)の7.5/10 を乗じて得た額

は、円未満切上げとする。

5 技術点の評価項目

技術点の評価は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」から算定するものとし、技

術点の評価項目、技術点の評価項目ごとの評価点及び満点は、次表のとおりとする。

ただし、「企業の信頼性・社会性」における環境への配慮実績、雇用・就業への配慮実績又は

仕事と家庭の両立支援配慮実績については、評価項目ごとに実績を有していても合計で0.5点

を上限とする。

また、技術点の上限は30点とする。

0

0

3



企業の同種工事等の実績

過去の工事成績評定

評価項目

企業の優良工事表彰の実績

配置予定技術者の保有する資格

配置予定技術者の同種工事等の実績

配置予定技術者の優良工事の実績

ぐ

事故及び不誠実な行為の有無
.

災害協定等の締結の有無

企業の実績点

IS09001又は 14001の認証取得の有無

工事成績評価点

環境への配慮実績

企業の優良工事表彰の実績点

評価点

雇用・就業への配慮実績

配置予定技術者の資格点

仕事と家庭の両立支援配慮実績

配置予定技術者の実績点

配置予定技術者の優良工事の実績点

事故及び不誠実な行為の実績点

女性活躍推進の実績

災害協定締結の実績点

6 技術点の評価方法

(1)「企業の実績点」の算定方法

「企業の実績点」は2点満点とし、競争入札参加希望者のうち当該競争入札の参加資格確

認の通知を受けた者又は当該競争入札の参加者として指名を受けた者(以下「競争入札参加

者」という。)が、基準日姓D の5年前の日から起算して5年の間に完了した1件の工事に

おいて、一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実〒責情報システム(以下「コリンズ」

という。)における竣工登録を経て発行された登録内容確認書の技術データ(以下「データ」

という。)により同種工事の要件が確認できる工事実績を有する場合は2点、データにより

類似工事の要件が確認できる工事実績を有する場合は1点、それ以外の場合は0点とする。

その区分及び算定は、次表のとおりである。

IS09001又は 14001 の認証取得の実績点

満,点
(点)

環境への配慮の実績点

(

2

障害者雇用の実績点

15

「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」の実績

点

2

3

女性活躍推進大賞又はえるぽし認定の実績点

3

28

女性活躍に係る行動計画策定の実績点

3

(-3) (-3)

0.5

2

0.5

0.5

ノノ

複数の実績

を有する場

合でも 0.5

点と司、る。

0.5

同種工事及び類似工事は次のとおりとする。

0.5

同種工事:その他機械器具設置工又は下水道処理施設工のうち、国又は地方公共団体が発

注した下水道施設の工事において、計画処理水量500,ooom3/日以上の下水処理場の沈殿池

0.25

0.5

複数の実績

を有する場

合でも 0.5

点とする。

同種工事が1件以上あり

企業の実績

類似工事が1件以上あり

なし

企業の実績点

2

4

0

企
業
の
技
術
力
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業
の
信
頼
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会
性



機械設備を、元請として施工実績を有すること。ただし、補修工事は除く。

類似工事:その他機械器具設置工又は下水道処理施設工のうち、国又は地方公共団体が発

注した下水道施設の工事において、計画処理水量400,ooom3/日以上 500,ooom3/日未満の下

水処理場の沈殿池機械設備を、元請として施工実績を有すること。ただし、補修工事は除

く。

算定の根拠資料として、同種工事及び類似工事に競争入札参加者が企業として関わったこ

とが確認できるコリンズの登録内容確認書(技術データを含む。)の写しを提出する。

また、実績の対象となる工事は、単体又は共同企業体の代表者として実施した案件に限る

ものとする。

(注1)「基準日」とは、各四半期の初日(4月1日、 7月1日、 10月1日及び1月1 田

のうち、発注予定の公表を開始する日の直前のものをいう。ただし、発注予定の公表

を開始する日が各四半期の初日の場合は、該当する各四半期の初日、とする。以下同じ。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(2)「工事成績評価点」の算定方法

「工事成績評価点」は、過去の工事成績評定通知書(東京都(公営企業局を含む。以下「都」

という。)の発注工事のみを対象とする。)の総評定点の平均に基づき、次表のとおりとす

る。

ノ

工事成績評定通知書の総評定点の平均

0

40

60

占

以

62.5

以

65

上

工事成績評定通知書の総評定点の平均は、基準日の5年3か月前の日から起算して5年の

間に完了した工事のうち、工事完了日が基準日に近いものから1恒に3件の工事成績評定通知

書の総評定点の相加平均とし、小数第2位以下は切捨てて小数第1位とする。 3件に満たな

い場合は、当該工事件数のみを対象とする。工事完了日が同一の案件が複数存在する場合

は、工事成績評定点の低いものを優先する。

また、工事成績評定通知書の総評定点が60点未満のものは、当該総評定点を0点として

算定するものとする。

なお、該当する工事が無い場合(0件)でも入札参加は可能である。

工事成績評価点算定の対象工事は、東京都建設工事等競争入札参加資格の業種区分におい

て、本工事と同一の業種の工事とする。

(3)「企業の優良工事表彰の実績点」の算定方法

「企業の優良工事表彰の実績点」は2点満点とし、競争入札参加者が、競争入札参加申込
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上
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点
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み受付期間の末日の5年前の日が属する年度の4月1日から起算して5年の間(すなわち前

年度を含む過去5か年度)に、優良工事として表彰された実績を1件以上有する場合は2点、

それ以外の場合は0点とする。その区分及び算定は次表のとおりである。

優良工事として表彰された実績は、都の発注工事において、工事を優良な成績で完成させ

たとして、工事を主管する局等の長(以下「工事主管局長」という。)等から賞状等の書状を

贈呈された実績を対象とする。対象となる表彰制度は巻末資料1による。

また、算定の根拠資料として、工事主管局長等から贈呈された賞状等の書状の写しを提出

する。

(4)晒e置予定技術者の資格点」の算定方法

晒ι置予定技術者の資格点」は3点満点とし、配置予定技術者が、本工事の建設業法(昭

和24年法律第100号)上の業種について、一級技術者(建設業法第15条第2号イに該当

する者をいう。以下同じ。)の場合は3点、二級技術者(建設業法第27条第1項の規定に

よる技術検定その他の法令に規定する試験で当該試験に合格することによって直ちに同法

第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許又

は免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハ

に該当することとなるものを受けた者であって一級技術者以外の者をいう。以下同じ。)の

場合は2点、その他の技術者(建設業法第7条第2号イ、口若しくはハ又は同法第15条第

2号ハに該当するもので一級技術者及び二級技術者以外の者をいう。)の場合は1点とする。

その区分及び算定は、次表のとおりである。

ぐ

企業の優良工事表彰の実績

件以上あ

な

り

し

企業の優良工事表彰の
実績点

(

2

0

複数の資格を持つ場合には、上位の資格1つについてのみ評価する。

また、算定の根拠資料として、配置予定技術者の保有資格証(本工事の建設業法上の業種

に関する資格)の写し又は実務経験を証明する資料を提出する。

(5)晒三置予定技術者の実績点」の算定方法

晒ι置予定技術者の実績点」は3点満点とし、配置予定技術者が、基準日の5年前の日か

ら起算して5年の間に完了した工事のうち、データにより同種工事の要件が確認できる工事

のいずれか1件について、監理技術者として関わった場合は3点、主任技術者又は現場代理

人として関わった場合は1点、データにより類似工事の要件が確認できる工事のいずれか1

件について、監理技術者として関わった場合は1.5点、主任技術者又は現場代理人として関

わった場合は0.5点、それ以外の場合は0点とする。ただし、配置予定技術者が競争入札参

加申込みの提出時点において、40歳以下の場合又は配置予定技術者が女性の場合は、基準日

配置予定技術者の保有する資格

級

その他の技術者

級

技

技

術

術

者

者

配置予定技術者の資格点

3

2

6

二



の5年前の日から起算して5年の間に完了した工事のうち、同種工事の実績1件について、

監理技術者として関わった場合に3点、主任技術者又は現場代理人として関わった場合に2

点、それ以外の場合に1点、類似工事の実績1件について、監理技術者として関わった場合

に2.5点、主任技術者又は現場代理人として関わった場合に 1.5点、それ以外の場合に1点

とする。その区分及び算定は、次表のとおりである。

なお、実績の対象となる工事において、配置予定技術者が複数の職務を兼ねていた場合は、

いずれか1つの職務についてのみ評価する。

配置予定技術者が係わった経験及び責任

主任技術者又は現場代理人(同種工事)

同種工事及び類似工事は、 6(1)において規定する内容と同じとする。

また、算定の根拠資料として、同種工事及び類似工事に配置予定技術者が技術者として関わ

つたことが確認できるコリンズの登録内容確認書(技術データを含む。)、生年月日が証明でき

る資料(健康保険証等)及び女性であることを証明する資料(健康保険証等)の写しを提出す

る。

(6)晒ι置予定技術者の優良工事の実績点」の算定方法

晒ι置予定技術者の優良工事の実績点」は3点満点とし、配置予定技術者が、基準日の5

年3か月前の日から起算して5年の間に完了した工事(都の発注工事のみを対象とする。)

のうち、監理技術者、主任技術者又は現場代理人として関わった工事の実績1件について、

工事成績評定通知書の総評定点が80点以上の場合は3点、工事成績評定通知書の総評定点

が 75点以上80点未満の場合は2点、それ以外の場合は0点とする。その区分及び算定は、

次表のとおりである。

監理技術者(同種工事)

主任技術者又は現場代理人(類似工事)

監理技術者(類似工事)

ノ

な し

配置予定技術者の実績点

3

配置予定技術者が40歳以下
又は女性の場合の実績点

1.5

0.5

0

配置予定技術者が監理技術者、キ仟技術者又は現場代理人
として関わった工事の工事成績評定通知書の総評定点

3

また、算定の根拠資料として、配置予定技術者が技術者として該当工事に関わったことが

確認できるコリンズの登録内容確認書(技術データを含む。)の写し及び工事成績評定通知書

(再交付されたものを含む。)の写しを提出する。

(フ)「事故及び不誠実な行為の実績点」の算定方法

「事故及び不誠実な行為の実績点」は、競争入札参加者が、基準日の3年前の日から起

算して3年の間に、東京都下水道局競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱及び東京都

競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(水道局及び交通局が定める競争入札参加有資

格者指名停止等措置要綱を含む。)に基づく指名停止を受けている場合は-3点とす

る。ただし、競争入札参加者が特定の業種(部門)について指名停止を受けている場合で

2

2.5

1.5

、 80

75 点以上 80点未満

占

75

以

占

上

未

0

満

配置予定技術者の
優良工事の実績点

3

2

0

0
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あって、本工事と指名停止を受けている業種(部門)が同一のときは-3点とする。ただ

し、指名停止中又は指名停止期間終了後に、当該指名停止の措置要件に該当することとな

つた事実又は行為について責を負わないことが明らかとなった場合は、当該指名停止が上

記対象期間内にあったとしても、事故及び不誠実な行為による評価は行わないこととする

(事故及び不誠実な行為はなしとする)。区分及び算定は、次表のとおりである。

,

また、算定の根拠資料として、都が通知した該当する指名停止通知書の写しを提出する。

ただし、指名停止中又は指名停止期間終了後に、当該指名停止の措置要件に該当することと

なった事実又は行為について責を負わないことが明らかとなった場合は、指名停止通知書の

写しの提出は不要とする。

(8)「災害協定締結の実績点」の算定方法

「災害協定締結の実績点」は1点満点とし、競争入札参加者が競争入札参加申込みの提

出の時点で、都と災害時における防災活動にっいて定めた災害協定を1件以上締結している

場合又は競争入札参加者が加入している団体が、競争入札参加申込みの提出の時点で、都と

災害時における防災活動について定めた災害協定を1件以上締結している場合は1点、それ

以外の場合は0点とする。その区分及び算定は、次表のとおりである。

ぐ

事故及び不誠実な行為の有無

あ

な

り

し

事故及び不誠実な行為の
実績点

(

また、算定の根拠資料として、該当する災害協定に係る協定書等の写しを提出する。

(9)「1S09001又は 14001の認信正取得の実績点」の算定方法

「1S09001又は 14001の認信正取得の実績点」は1点満点とし、競争入札参加者が競争入

札参加申込みの提出の時点で、1SO (国際標準化機構) 9000シリーズの9001又は

IS014000 シリーズの 14001を認証取得している場合は1点、それ以外の場合は0点とす

る。その区分及び算定は、次表のとおりである。

0

災害協定等の締結の有無

1 件以上あ

な

り

し

また、算定の根拠資料として、認証に係る登録証等の認証取得を確認できる書類の写しを

提出する。

(1の「環境への配慮の実績点」の算定方法

「環境への配慮の実績点」は0.5点満点とし、競争入札参加者が、競争入札参加申込受

付期間の末日の5年前の日が属する年度の4月1日から起算して5年の間に、東京都が定

めたとうきょう森づくり貢献認証制度の森林整備サポート認定、什器による二酸化炭素固

災害協定締結の実績点

IS09001又は14001の認証取得の有無

あ

な

0

り

し

IS09001又は14001

認証取得の実績点

0
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定量認証、多摩産材製品による二酸化炭素固定量認証又は建築物等による二酸化炭素固定

量認信正に認定された実績を1件以上有する場合は0.5点、それ以外の場合は0点とする。

その区分及び算定は、次表のとおりである。

また、算定の根拠資料として、東京都知事等が発行した認信正書の写しを提出する。

(1D 耶章害者雇用の実績点」の算定方法

那章害者雇用の実績点」は0.5点満点とし、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35

年7月25日法律第123号。以下耶章害者雇用促進法」という。)第43条第7項に規定する厚

生労働大臣への報告義務がある競争入札参加者が、競争入札参加申込期間の末日の直近に公

共職業安定所宛提出した障害者雇用状況報告書における実雇用率が当該案件の申込締切時点

における法定雇用率を上回る場合は0.5 点、それ以外の場合は0点とする。その区分及び算

定は、次表のとおりである。

このほか、当該報告義務がない競争入札参加者が、競争入札参加申込日において、次のい

ずれかのとおり障害者を雇用している場合は0.5点、それ以外の場合は0点とする。その区

分及び算定は、次表のとおりである。

・常用労働者のうち1週間の所定労働時間が30時間以上の障害者(障害者雇用促進法第2

条の「身体障害者」「重度身体障害者」「知的障害者」「重度知的障害者」「精神障害

者」をいう。ただし、精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい

る者に限る。)を1名以上雇用している場合

・短時間労働者のうち重度身体障害者又は重度知的障害者那章害者雇用促進法第2条の「重

度身体障害者」「重度知的障害者」をいう。)を1名以上雇用している場合

・短時間労働者のうち身体障害者、知的障害者又は精神障害者邵章害者雇用促進法第2条の

「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」をいう。ただし、精神障害者については、精

神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)を2名以上雇用している場合

なお、短時間労働者とは、 1週間の所定労働時間が、競争入札参加者の事業所に雇用す

る通常の労働者の1週間の所定労働時間に比して短く、20時間以上 30時間未満である者

のうち、次のいずれかに該当する常用労働者をいう。

①期間の定めなく雇用されている労働者

②一定の期間(例えば1か月、 6か月等)を定めて雇用されている労働者であって、そ

の雇用期間が反復更新され、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている

労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

加点対象となる障害者は、競争入札参加申込み日から起算して過去3か月以上雇用され

ている労働者に限るものとする。

環境への配慮の実績の有無

あ

な

り

し

環境への配慮の実績点

0.5

0

0
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算定の根拠資料として、障害者雇用促進法の規定により厚生労働大臣への報告義務があ

る競争入札参加希望者については、競争入札参加申込受付期間の末日の直前に公共職業安

定所の受付印を有する障害者雇用状況報告書の写し(受付印がない場合は受付されたこと

が確認できる資料の写し)、当報告義務がない競争入札参加希望者にっいては、雇用してい

る者の障害者手帳の写し等及び健康保険証等、雇用状況を確認できる書類の写しを提出す

る。

(12)「「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」の実績点」の算定方法

「「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」の実績点」は0.5点満点とし、競争入札参

加者が、競争入札参加申込受付期間の末日の5年前の日が属する年度の4月1日から起算

して5年の間に、東京都が定めた東京ライフ・ワーク・バランス認定制度に認定された実

績を1件以上有する場合は0.5点、それ以外の場合は0点とする。その区分及び算定は、

次表のとおりである。

実雇用率が法定雇用率を上回る(法による報告義務有の場
合)

1名もしくは2名以上の雇用あり(法による報告義務無の
場合)

障害者雇用の実績の有無

C

な し

障害者雇用の実績点

東京ライフ・ワーク・バランス認定企業認定実績の

有無

また、算定の根拠資料として、東京都知事等から贈呈された、認定証等の書状の写し

を提出する。

(13)「女性活躍推進大賞又はえるぽし認定の実績点」の算定方法

「女性活躍推進大賞又はえるぽし認定の実績点」は0.5点満点とし、競争入札参加者が、

競争入札参加申込み受付期間の末日の5年前の日が属する年度の4月1日から起算して

5年の間に、東京都が定めた東京都女性活躍推進大賞の大賞、優秀賞又は特別賞を受賞し

た実績を1件以上有する場合又は競争入札参加者が、競争入札参加申込みの提出時点にお

いて、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年9月4日法律第64号)

第9条に基づく認定(えるぼし認定)を受けている場合は0.5点、それ以外の場合は0点

とする。その区分及び算定は、次表のとおりである。

0.5

(

0

あ

な

り

し

東京ライフ・ワーク・バラ

ンス認定企業認定の実績点

女性活躍推進大賞又はえるぼし認定の実績の有無

また、算定の根拠資料として、東京都知事等から贈呈された、賞状等の書状又は女性活

躍推進法第9条に基づく基準に適合するものとして各労働局が認定した通知書の写しを提

出する。

(14)「女性活躍に係る行動計画策定の実績点」の算定方法

0.5

0

あ

な

り

し

女陛活躍推進大賞又は

えるぼし認定の実績点

0.5

0
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「女性活躍に係る行動計画策定の実績点」は0.25 点満点とし、競争入札参加者が、令和

4年4月1日以降かっ競争入札参加申込み受付期間の末日の2年前の日から起算して2年

の間に、競争入札参加者が女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画を新たに策

定したとして各労働局宛てに届け出た場合は、 0.25点、それ以外の場合は0点とする。

その区分及び算定は、次表のとおりである。

また、算定の根拠資料として、女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画を策

定したとして各労働局あてに届け出た一般事業主行動計画策定届(受付印を有するもの)

の写し(受付印がない場合は受付されたことが確認できる資料の写し)を提出する。

(15)技術点は、フ(1)により配置予定技術者が変更となった場合についても、競争入札参

加希望申込み時の配置予定技術者による点数で評価する。

女性活躍に係る行動計画策定の実績の有無

あ

な

7 配置予定技術者の取扱い

(1)提出資料に記載された配置予定技術者については、原則として工事完了まで変更すること

ができない。ただし、競争入札参加申込み後から落札予定者が持参する積算内訳書の確認旧寺

までの間に配置予定技術者の変更を申し出た場合、配置予定技術者の死亡等、発注者がやむ

を得ないと認めた場合はこの限りでない。この場合、変更後の技術者が保有する晒三置予定

技術者の資格点」、晒三置予定技術者の実績点」及び晒ι置予定技術者の優良工事の実績点」

の合計は、変更前の技術者が保有する晒こ置予定技術者の資格点」、晒ι置予定技術者の実績

点」及び晒ι置予定技術者の優良工事の実績点」の合計以上とする。

(2)技術者の変更を発注者がやむを得ないと認めない場合又は技術者の変更を発注者がやむを

得ないと認めた場合であっても、変更後の技術者が保有する晒e置予定技術者の資格点」、晒ι

置予定技術者の実績点」及び晒ι置予定技術者の優良工事の実績点」の合計が変更前の技術

者が保有する晒ι置予定技術者の資格点」、晒ι置予定技術者の実績点」及び晒ι置予定技術

者の優良工事の実績点」の合計未満のときは、入札時の提出資料に虚偽の記載をしたものと

して取り扱うことがあるとともに、本工事の工事成績評定を減じることがある。

り

し

女性活躍に係る行動計

画策定の実績点

0.25

0

8 その他の留意事項

(1)提出資料の提出後は、原則として記載された内容の変更を認めない。ただし、発注者がや

むを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(2)提出資料の作成及び提出に要する費用は、競争入札参加希望者の負担とする。

(3)提出資料は、本工事に係る審査以外に競争入札参加希望者に無断で使用することはない。

(4)提出資料は、返却しない。

(5)この入札における非落札の理由その他の手続に関しては、「東京都入札監視委員会下水道局

事前審査運営要領」(平成 14年3月19日付 13 下経契第233号)により、契約事務担当者に

対して苦情を申し立てることができる。

0

0

H
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局名

財務局

「企業の優良工事表彰の実績点」の対象となる表彰制度

都市整備局

表彰状類

の名称

住宅政策本部

賞状

賞状

表彰状類

授与者

感謝状

産業労働局

賞状

局長

感謝状

局長

建設局

根拠となる要綱類の名称

所長

感謝状

(

本部長

賞状

財務局優良工事等表彰要綱

都営住宅経

営部長

港湾局

都市整備局優良工事等局長賞贈呈要綱

賞状

交通局

都市整備局優良工事等事務所長賞等贈呈要綱

所長

巻末資料1

賞状

住宅政策本部優良工事等本部長賞贈呈要綱

農林水産部

長

水道局

賞状

住宅政策本部優良工事等都営住宅経営部長賞等贈

呈要綱

賞状

局長

下水道局

感謝状

住宅政策本部優良工事等事務所長賞等贈呈要綱

所長

産業労働局農林水産部森林士木優良工事等公表要

綱

局長

表彰状

局長

※上記の表彰制度について、要綱類が改正されたことにより、改正前の要綱類からその名称等

が変更となっているものについては、改正前の要綱類により表彰された場合であっても、上記

表彰制度により表彰されたものとみなす。

※授与された表彰状類が実績の対象となるのか不明な場合は、表彰状類を発行した部署に確認

すること。

建設局優良工事等公表要綱

建設工務部

長

賞状

建設局事務所長優良工事等公表要綱

感謝状

建設局災害復旧等功労者公表要綱

局長

港湾局優良工事等公表要綱

部長、所長

交通局建設工務部優良請負工事等公表等実施要領

及び同細則

局長

局長

東京都水道局優良工事等公表要綱

東京都下水道局優良工事受注者表彰要綱

東京都下水道局工事施行成績優良業者公表要綱
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